
令和4年度札幌市補助事業

北海道の農畜水産物を活用し、国内でのBtoBの商業流通を目的に、

自社（店舗・系列店舗・ＥＣ等）以外の明確かつ、具体的な卸販路の

設定及び、事業完了後の販売拡大戦略を踏まえ、北海道内で製造・開発した加工食品に対す

る取組みに対し、必要な費用を補助します。

補助金額

（１）新商品開発（自社の既存商品に

類さない新たな商品の開発）

（２）既存商品のシリーズ・姉妹品の開発、

プライベートブランド商品等の開発

又は改良等

上限250万円 以内

上限100万円 以内

※いずれも、

補助対象経費の2分の1

対象事業者

以下のいずれかを満たす中小企業

（１）札幌市内に本社（本所）を有する食関連事業者

（２）北海道内に本社を有し、かつ札幌市内に支店等を有する

食関連事業者

※詳細、その他の要件は募集案内をご参照ください。

☞裏面もご覧ください

公募期間

６月21日~

7月21日

12時締切

令和4年度ハンズオン型

食品開発補助金
申請者募集

２次募集



お問合せ先

ハンズオン型食品開発補助金（概要）

❹スケジュール

❶ハンズオン型食品開発補助金とは

❸対象経費 ※経費項目によっては上限額があります。

●原材料･消耗費 ●報償費 ●運搬費 ●機器購入費 ●機器リース費

●委託費 ●旅費･交通費 ●モニター調査費 ●その他の経費

●株式会社エース ●株式会社近鉄百貨店

●生活協同組合コープさっぽろ ●株式会社もへじ ●株式会社スハラ食品

一般財団法人 さっぽろ産業振興財団 販路拡大支援部
〒003-0005 札幌市白石区東札幌5条1丁目1番1号 札幌市産業振興センター

TEL:011-820-2062

募集案内及び申請様式は
右記ホームページから
ダウンロードできます。

▶ https://sec.or.jp/hanro-kakudai/subsidy/develop/

北海道の農畜水産物を活用し、国内でのBtoBの商業流通を目的に、自社（店舗・

系列店舗・ＥＣ等）以外の明確かつ、具体的な卸販路の設定及び、事業完了後の販

売拡大戦略を踏まえ、北海道内で製造・開発した加工食品に対する取組みに対し、

必要な費用を補助します。

「ハンズオン型」とは、採択事業者に対して、当財団が選任したアドバイザーを派

遣し、商品開発過程において、自身の経験を基に具体的なアドバイスをいたします。

本補助金では、アドバイザー派遣を活用した商品開発を行うことが必須となります。

❷アドバイザー企業


